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１【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成25年６月26日に提出いたしました第９期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）内部統制報告書の記

載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出す

るものであります。

 

２【訂正事項】
３　評価結果に関する事項

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

３【評価結果に関する事項】

　　（訂正前）

　上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

　　（訂正後）

　下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき

重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制

は有効でないと判断しました。

 

記

 

　当社は平成29年12月下旬に内部監査で、長期滞留在庫の棚卸資産評価について疑義のあることが判明し、社内調査

を行っておりましたが、１月初旬に新たに中国の子会社（佛山発爾特克汽車零部件有限公司）の売上計上について疑

義のあることが判明しました。

　これらを受けて、平成30年１月17日に当社取締役会において、不正調査等に豊富な経験を有する弁護士及び公認会

計士の外部専門家が委員として参画した特別調査委員会の設置を決議し、事実の解明及び原因の究明に着手しまし

た。

　また、疑義判明を受けて実施された平成29年12月31日の棚卸において、実地棚卸数量と帳簿在庫数量の不一致が確

認され、実地棚卸数量入力時におけるデータ改竄の疑義が１月下旬に新たに判明したため、特別調査委員会が追加調

査を行いました。

　この結果、昨日、特別調査委員会より調査報告書を受領し、当社は、棚卸資産の不適切な評価、中国子会社おける

売上計上の誤謬ならびに不適切な処理、実地棚卸数量入力時のデータ改竄等が判明したため、影響のある過年度決算

を訂正するとともに、平成25年３月期から平成29年３月期までの有価証券報告書及び平成28年３月期の第１四半期か

ら平成30年３月期の第２四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。

　これらの事実は、過去から変革しきれていない企業風土の存在にもとづく行動や意識の問題、また各部門の間での

相互理解の不足、さらに、棚卸資産について管理や評価に関する内部統制に不備があったことに主な原因がありま

す。

　以上のことから当社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当

すると判断いたしました。

　なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しています。

　当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため

に、調査報告書の提言に従った再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。

 

以  上
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